
７足地ス発第１９３２号 

令和７年１２月２日 

（ 公 印 省 略 ） 

スポーツ協会加盟団体 各位 

スポーツ振興課長 

原田 裕介  

 

施設使用料減額・免除申請手続き方法の変更について 

 

日頃から、スポーツ振興について格別のご協力をいただき誠にありがとうございます。 

この度、令和８年１月の施設予約システム変更に伴い、区が施設使用料減額免除申請の決定

を行うため、手続き方法を見直しました。団体の皆様におかれましては、申請の際に混乱が生

じませんよう、変更点にご留意いただき、引き続き円滑な施設利用にご協力をお願い申し上げ

ます。 

 

記 

 

１ 手続きの流れ 

 現行 変更後（R8.1.7～） 

１ 窓口へ減額・免除申請書の提出 窓口へ減額免除申請書の提出 

２ 使用料の支払い及び施設使用承認書の受領 区の減額・免除決定 

３  使用料の支払い及び施設使用承認書の受領 

 

２ 足立区後援承認に伴う施設使用料の５割減額手続きについて 

  平日の午前８時３０分～午後５時１５分は、以下の対応を実施いたします。 

１ 窓口へ減額免除申請書の提出 

２ 窓口担当者が区へ電話連絡。区が連絡を受け、減額決定。 

３ 使用料の支払い及び施設使用承認書の受領 

※ 平日の夜間、および土日祝日は、区の減額決定が行えないため、窓口で書類をお預かりし、 

後日、区の減額決定後、施設使用承認書を発行いたします。 

※ 手続きの際は、後援の「承認通知書」を必ずお持ちください。 

  

３ 減免手続きの変更年月日 

令和８年１月７日（水）から 

  

４ お問い合わせ先 

足立区 地域のちから推進部 スポーツ振興課 スポーツ施設支援係 

足立区中央本町一丁目１７番１号 足立区役所 南館 ３階 

電 話 ０３－３８８０－５９８９（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ ０３－３８８０－６０２８ 

Ｅメール sports@city.adachi.tokyo.jp 

以上 

別添資料 
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減額・免除申請手続きは 

施設ご利用の１週間前までに 

お願いします 

施設ご利用の１週間前までに 
減額・免除申請のお手続きをお願いします 

変更点 

令和８年１月７日（水）から 
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お問い合わせ先 

 

受付時間 午前 9 時～午後 8 時 
（年末年始など一部変則日あり、休館日などは各施設にお問い合わせください。） 

※1 平野運動場：午前 9 時～午後 5 時 ※2 庁舎ホール：午前 9 時～午後 5 時（平日のみ） 
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